
◆◆◆　変更情報　◆◆◆ ◆◆◆　変更情報　◆◆◆

■ P10　お金の準備と両替 ■ P10　お金の準備と両替

　　〇レートの目安　1バーツ＝約4.5円 　　〇レートの目安　1バーツ＝約4.5円

■ P16　出入国書類の準備 ■ P16　出入国書類の準備

　　〇出入国カードは不要になりました。 　　〇出入国カードは不要になりました。

　　　陸路および海路から入国の場合は必要です。 　　　陸路および海路から入国の場合は必要です。

■ P17　タイへの持ち込み制限 ■ P17　タイへの持ち込み制限

　　〇1万5千USドル相当以上の外貨を持ち込む場合は申告が必要になります。 　　〇1万5千USドル相当以上の外貨を持ち込む場合は申告が必要になります。

■ P20　帰国の流れ ■ P20　帰国の流れ

　　〇日本の免税範囲（たばこ）は変更になりました。 　　〇日本の免税範囲（たばこ）は変更になりました。

「紙巻きたばこ」のみの場合：200本 「紙巻きたばこ」のみの場合：200本

「葉巻たばこ」のみの場合：50本 「葉巻たばこ」のみの場合：50本

「加熱式たばこ」のみの場合：個装等10個 「加熱式たばこ」のみの場合：個装等10個

その他の場合：250g その他の場合：250g

※20歳未満の場合「酒類」「タバコ」は免税にならない。 ※20歳未満の場合「酒類」「タバコ」は免税にならない。
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